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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凸形状の球面である第一の光学特性面及び凹形状の球面である第二の光学特性面を有す
る円形状のレンズと上記第一の光学特性面の周端部で当接する受け面を具備し、
　上記受け面は、上記レンズがレンズ鏡枠に組み付けられた状態で、上記第二の光学特性
面の球芯と中心が略一致する凹状でリング状の球面で形成され、
　上記第一の光学特性面の凸形状の球面の曲率半径の方が上記受け面における凹状でリン
グ状の球面の曲率半径よりも大である、
　ことを特徴とするレンズ鏡枠。
【請求項２】
　凹形状の球面である第一の光学特性面及び凸形状の球面である第二の光学特性面を有す
る円形状のレンズと上記第一の光学特性面の周端部で当接する受け面を具備し、
　上記受け面は、上記レンズがレンズ鏡枠に組み付けられた状態で、上記第二の光学特性
面の球芯と中心が略一致する凸状でリング状の球面で形成され、
　上記受け面の凸状でリング状の球面の曲率半径の方が上記第一の光学特性面における凹
形状の球面の曲率半径よりも大である、
　ことを特徴とするレンズ鏡枠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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　本発明は光学要素に係わり、詳しくはレンズを保持する鏡枠に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に光学系の性能は、筒状の鏡胴中に複数のレンズを鏡枠を使って配置するとき、設
計上の鏡枠中心精度及びレンズの中心精度はもとより各レンズを鏡枠内に固定する際にそ
の中心が光軸上に整列するような位置決め精度にも大きく影響される。
　近年提案された光学レンズに関する技術として例えば特開昭５９－６８７１０号公報に
教示されたレンズ系の組立方法によれば、レンズを「ベルチャック方式」によって光軸上
に整合状態にして樹脂で囲み鏡筒内に取り付ける手法が提案されている。
【０００３】
　また、レンズの面形状の工夫とこのレンズ面に接触する枠材を応用した技術には、例え
ば特開昭５８－１５８６１５号公報に教示された如くのレンズ保持機構などがあり、この
機構は光軸に対して傾きレンズ収差の発生が少ないようにするため利用された保持技術で
ある。
　このような従来技術は、レンズの正しい位置決めのため、レンズ自体あるいは鏡枠の枠
体としての改良によって対処したものであることがわかる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上述の如くの改良技術により、レンズの「芯取り」工程が不要又は簡素化され、組立や
光学的性能のある程度の改善は可能となる。しかしながら、特開昭５９－６８７１０号公
報の組立方法でも、レンズを鏡枠に正しく位置決めする際、例えば従来のベルチャック方
式に基づき所定の球面で支持しながら行う「位置出し」という調整の為にその鏡枠の内径
に設けた所定のガタ量（嵌合ガタ）の範囲でずれるので、この時、鏡枠とレンズ面との不
整合による光軸からの中心のずれが、組み上がった光学系の性能低下に大きく影響を与え
るものである。
【０００５】
　また、特開昭５８－１５８６１５号公報のレンズ保持機構でも、光軸に直交する方向に
いわゆる「平行偏心」が生じてしまい、このレンズの偏心が光学系の性能低下を招いてし
まう。
　このように従来では、初期の位置合せとその設計上の精度維持のための技術や、容易な
位置決めを可能にするための技術については教示されていない。
【０００６】
　通常の光学レンズはその主要な面の多くが球面で鏡枠に支持されるが、複数の球面で成
るそのレンズの光学的特性面の一部（例えばレンズ周縁近傍の端面）で支持される場合、
性能上重要な主要光学特性面（第１球面）の取付け精度を高める為には、支持される面上
の位置（支持点）がその面内で多少変位しても、その第１球面が実質的に光軸上からずれ
ないような工夫が必要となる。
【０００７】
　そこで本発明が目的とする処は、レンズと鏡枠との嵌合ガタがある範囲でそのレンズが
シフトしても、光学的性能の低下が少なく位置決めが可能なレンズ鏡枠を提供することに
ある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決し目的を達成するため、本発明のレンズ鏡枠では：
　凸形状の球面である第一の光学特性面及び凹形状の球面である第二の光学特性面を有す
る円形状のレンズと上記第一の光学特性面の周端部で当接する受け面を具備し、
　上記受け面は、上記レンズがレンズ鏡枠に組み付けられた状態で、上記第二の光学特性
面の球芯と中心が略一致する凹状でリング状の球面で形成され、
　上記第一の光学特性面の凸形状の球面の曲率半径の方が上記受け面における凹状でリン
グ状の球面の曲率半径よりも大である、
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　ことを特徴としている。
【０００９】
　上記課題を解決し目的を達成するため、本発明の別のレンズ鏡枠では：
　凹形状の球面である第一の光学特性面及び凸形状の球面である第二の光学特性面を有す
る円形状のレンズと上記第一の光学特性面の周端部で当接する受け面を具備し、
　上記受け面は、上記レンズがレンズ鏡枠に組み付けられた状態で、上記第二の光学特性
面の球芯と中心が略一致する凸状でリング状の球面で形成され、
　上記受け面の凸状でリング状の球面の曲率半径の方が上記第一の光学特性面における凹
形状の球面の曲率半径よりも大である、
　ことを特徴としている。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下に、複数の実施形態例を挙げて本発明の要旨について詳しく説明する。
　（第１実施形態例）
　図１には、レンズ１を保持する本発明の第１実施形態例に係わるレンズ鏡枠１１を例示
している。レンズ鏡枠（以下「鏡枠」又は単に「枠」と略称する）１１とレンズ１から成
る一組の光学要素は、枠１１の開口中心を通り光軸を同じくする「同軸性」をもつように
組み合わされ組み立てられる。すなわち、図１に示す組立時の断面図によれば、レンズ１
が鏡枠１１内面に当接し支持され、固定された状態がわかる。
【００１２】
　この第１実施形態例の枠１１は、二つの光学特性面（所定半径の面：第一光学特性面１
ａおよび、所定半径の面：第二光学特性面１ｃ）を有して成るレンズ１を、その開口に露
呈された部分がレンズ１の有効径となるように取り付けている。レンズ１と枠１１から構
成された一組の光学要素において、レンズ面は主要な二つの光学特性面として対向するよ
うに、所定の曲率半径と有効径をもって配置され、これら二つの光学特性面のうちの少な
くとも一方の面（第二光学特性面１ｃ）は例えば球面より成り、この球面の中心は光軸上
のＯ１に存在する。この第二光学特性面１ｃに対向して設けられた他方の面（第一光学特
性面１ａ）は、この例の場合も例えば球面であり、その中心が図示されていない程に大き
い曲率半径を有している。
【００１３】
　そして第一光学特性面１ａの周端部にある球面端部１ｂは、「リング状」に一方の第二
光学特性面１ｃの球面の中心と一致する中心を有するような凹面を成す枠内面（支持部）
１１ｂに当接している。但し、実際の支持部１１ｂの形状は連続する凹面でなくともよく
、図示はしないが例えばこのリング状の面の複数部分、即ちリング状の同心円の周囲に等
間隔（例えば１２０°毎）に分割された複数箇所（三箇所）でレンズ１を支持するように
形成されたものでもよい。
【００１４】
　曲率半径について更に詳しく説明すると、枠１１の内部に設けられた枠内面１１ｂは、
光軸上に中心Ｏ１を有する半径Ｒ１の凹状の球面（半径Ｒ１の面）である。そしてこの同
じ中心Ｏ１を有する半径Ｒ２の凹状のレンズ面（半径Ｒ２の面：第二光学特性面１ｃ）が
上述の第一光学特性面１ａに対向するよう設計されている。つまり、このレンズ１の球面
端部１ｂは、枠１１内の枠内面１１ｂにその角（１ｂ）が接してこの枠１１と一体的に当
て付けられたとき、設計上ではこれらレンズ１と枠１１とがほぼ同軸上に整列されるよう
に設計されている。
【００１５】
　レンズ１の外径部と枠内周面１１ａとの間には、組立に必要な適切な微少隙間が設けら
れている。よってこの隙間の範囲内でレンズ１はバラツキを持って位置が決まることにな
る。
　但しこのとき、より正しい位置合せの為の微調整が必要であれば、レンズ１の球面端部
１ｂをこの枠１１の凹面を成す枠内面１１ｂに当て付けた状態で僅かに位置をずらすこと
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ができる。レンズ１と枠１１を同軸上に合わせる等の微調整により所定の整合が得られた
後は、枠内周面１１ａとレンズ１の周縁との隙間に接着剤を注入して一体的に固定するこ
とになる。
【００１６】
　図１に示したような特徴的断面形状をもつ枠１１は、図２に示すような外観を有し、レ
ンズ１が太矢印の方向から開口部から装着されると、まずこのレンズ１の球面端部１ｂが
枠内周面１１ａを通過してこの枠１１内に形成された凹面形状の枠内面１１ｂに当て付い
たとき、このレンズ１と当接する支持点が連続してリング状を成す。このように、レンズ
１を枠内面１１ｂで受けた処で、この枠１１内に光学系の光軸上にその軸心を一致させる
微調整を必要に際して行って組み立てられ、この鏡枠１１がレンズ１を正しい位置に保持
し固定するための枠体としてこのレンズ１と一体化する。
【００１７】
　（作用効果）
　本第１実施形態例によれば、レンズ１を支持し内部に保持する為、このレンズ１を受け
る面（枠内面１１ｂ）が例えば凹面状を成したことを特徴とするレンズ支持枠としての枠
１１が実現される。このとき特にこの枠１１は、二つの球面１ａ，１ｃを対向して有する
レンズ１、即ち一方の球面１ａがこの枠内面１１ｂ側に突出した第一光学特性面で、他方
の球面１ｃがこの枠内面１１ｂ側に凹んだ第二光学特性面であるようなレンズ１、を支持
する。この場合、枠１１に形成された球面を成す枠内面１１ｂの球面中心は、レンズ１の
第二光学特性面としての球面１ｃの球面中心と同じ光軸上の中心Ｏ１に在るように設計し
ているので、このレンズ１が当て付いた状態で僅かに動いても、角（球面端部１ｂ）はこ
れを支持する枠内面１１ｂに沿ってのみ変位することになる。
【００１８】
　つまり、支持される点を含む球面端部１ｂは、レンズ１の第二光学特性面としての球面
１ｃと同じ球面中心Ｏ１を中心にして変位するので、少なくとも主要な第二光学特性面と
しての球面１ｃは、その変位に追従するときその球面中心Ｏ１は光軸上からはずれず、ほ
ぼ同軸性が維持可能となる。
【００１９】
　このように、鏡枠１１を特徴的形状に設計したことで、組立時の位置決めの為に微調整
が必要な場合に予め設けられたレンズ１と鏡枠１１との「嵌合ガタ量」の範囲内であれば
、位置決めなどにより装着するレンズ１を設計上の所定の支持点から僅かにシフトしても
、光学的性能の低下を極めて少なくすることが可能となる。尚、支持されるレンズ１の動
ける範囲は、その鏡枠１１の内面にリング状に設けられた凹面を成す枠内面１１ｂの範囲
に限られ、当然この範囲はレンズ口径（有効径）外にある。
【００２０】
　以上のように、本第１実施形態例に係わる鏡枠１１の枠内面１１ｂを成す凹面の中心が
、対向するレンズ球面１ｃの中心Ｏ１と同じ光軸上の位置に実質的に存在する幾何学的な
条件を満たす設計によれば、初期のガタ量がある構造において位置決めの為の微調整が可
能な場合に生ずるスラスト位置（即ち光軸方向の位置）の変位（シフト・ずれ）があって
も、光軸からの偏心成分がでないので、この位置決めによる光学系の精度に悪影響は生じ
ない。
【００２１】
　なお、上述の如き形状の鏡枠１１を製造する方法については、本発明の主旨ではないの
で詳しい説明は省略するが、材質がプラスチック製の場合は、予め設計・加工された型枠
による型成形工程で作ることになる。
【００２２】
　よって、設計に基づく枠１１の対称性や、同軸性が製造によって許容範囲内に保たれて
いれば、レンズ１の位置決め工程における調整で多少のズレが生じても、少なくともレン
ズ１の主要な光学特性面と鏡枠１１の枠内面１１ｂとの同軸性は維持されるので、基本的
光学的特性にはほとんど影響しない。
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【００２３】
　（第２実施形態例）
　次に例示する鏡枠の形状は、装着しようとするレンズが前述の第１実施形態例と形状が
異なるのに対応した形状的特徴をもつ一例である。
　図３には、本発明の第２実施形態例としてのレンズ鏡枠（以下単に「枠」と略称する）
１２と、この枠１２によって支持されたレンズ２が一体である状態を断面図で示している
。また図４にはこの枠１２にレンズ２を組み込もうとするときの外観が示されている。
【００２４】
　第２実施形態例に係わる枠１２とレンズ２から成る一組の光学要素も、枠体の開口中心
を通る光軸を同じくする同軸性を有して組み立てられ、図３に示す如く、組立によりレン
ズ１は枠１２内面に当接し支持されて固定される。このとき、所定の半径をそれぞれもつ
第一光学特性面２ａおよび第二光学特性面２ｃを有して成るレンズ２をこの枠１２は、そ
の開口に露呈された部分がそのレンズの有効径となり設計に基づく光軸上に支持する。
【００２５】
　このようなレンズ２と枠１２から構成された一組の光学要素において、これらレンズ面
は、主要光学特性面として対向するように所定の有効径をもって配置され、これらの光学
特性面のうちの少なくとも一方の面（第二光学特性面２ｃ）は例えば球面より成り、この
球面の中心は光軸上のＯ１に存在する。この第二光学特性面２ｃに対向した他方の面（第
一光学特性面２ａ）は、第１実施形態例とは異なる凹んだ図示の如くの球面である。
【００２６】
　そしてこの第一光学特性面２ａの周縁部にある球面端部２ｂは、リング状に第二光学特
性面２ｃの球面の中心と一致する中心を有するような凸面を成す枠内面（支持部）１２ｂ
に当接している。なお、実際の支持部１２ｂの形状も連続する凸面でなくともよく、図示
はしない例えばリング状の面の部分、即ち等間隔（例えば１２０°毎）に分割された複数
箇所（三箇所）でレンズ２を支持するように形成されたものでもよい。
【００２７】
　曲率半径について詳しく述べると、枠１２の内部に設けられた枠内面１２ｂは、光軸上
に中心Ｏ１を有する半径Ｒ１の凸状の球面（半径Ｒ１の面）である。そしてこの同じ中心
Ｏ１を有する半径Ｒ２の凸状のレンズ面（半径Ｒ２の面：第二光学特性面２ｃ）が上述の
第一光学特性面２ａに対向するよう設計されている。また、レンズ２の球面端部２ｂは、
枠１２内の枠内面１２ｂにその角（２ｂ）が当接してこの枠１２と一体的に当て付けられ
たとき、設計上ではこれら一組のレンズ２と枠１２がほぼ同軸上に整列されるように設計
されている。
【００２８】
　但し、より正しい位置合せの為の微調整が必要であれば、レンズ２の球面端部２ｂをこ
の枠１２の凸面を成す枠内面１２ｂに当て付けた状態で僅かにその位置をずらすことがで
きる。その後、レンズ２と枠１２を同軸上に合わせる等の微調整により整合が得られたら
、枠内周面１２ａとレンズ２の周縁との隙間に接着剤を注入することで一体的な固定を行
う。
【００２９】
　図３に示したような特徴的断面形状をもつ枠１２は、図４に示すような外観をもち、太
矢印の方向からレンズ２が開口部から装着されると、まず、レンズ２の球面端部２ｂが広
い枠内周面１２ａを通過して、この枠１２内に形成された凸面形状の球面を成す枠内面１
２ｂに当て付いたとき、レンズ２と当接する支持点が連続してリング状を成す。このよう
に、レンズ２を枠内面１２ｂで受けた処でこの枠１２内に光学系の光軸上に軸心を一致さ
せる微調整を必要に際して行って組み立てられ、枠１２はこのレンズ２を保持し固定する
枠体としてレンズ２と一体化する。
【００３０】
　（作用効果２）
　このように、第２実施形態例によれば、レンズ２を支持し内部に保持する為、このレン
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ズ２を受ける面、即ち枠内面１２ｂが例えば凸面状を成したことを特徴とするレンズ支持
枠としての鏡枠が実現される。このとき特に、二つの球面２ａ，２ｃを対向して有するレ
ンズ２の第１球面２ａが枠内面１２ｂ側に凹んだ第一光学特性面であると共に、第２球面
２ｃがこの枠内面１２ｂとは反対側に突出した第二光学特性面であるような形状のレンズ
２を支持する場合、この枠１２に形成された球面を成す枠内面１２ｂの球面中心は、取り
付けようとするレンズ２の第二光学特性面としての球面２ｃの球面中心と同じ光軸上の中
心Ｏ１に在るように設計しているので、レンズ２がこの枠内面１２ｂに当て付いた状態で
僅かに動いても、レンズ２の角（球面端部２ｂ）はこれを支持する枠内面１２ｂに沿った
範囲でのみ変位することになる。
【００３１】
　つまり、支持される点を含む球面端部２ｂは、レンズ２の第二光学特性面としての球面
２ｃと同じ球面中心Ｏ１を中心にして変位するので、少なくとも主要な第二光学特性面と
しての球面２ｃは、その変位に追従するときこの球面中心Ｏ１が光軸上からずれず、同軸
性が維持できる。
【００３２】
　このように第２実施形態例においても、取着するレンズ２の面に合わせて特徴的形状に
設計したことで、組立時の位置決めの為に微調整が必要な場合でも予め設けられたレンズ
と鏡枠との「嵌合ガタ量」の範囲内であれば、そのレンズ２を設計上の所定の支持点から
シフトしても、位置決めによる光学的性能の低下を少なくすることが可能となる。
【００３３】
　また、枠１２の枠内面１２ｂを成す凸面の中心が、対向するレンズ球面２ｃの中心Ｏ１
と同じ光軸上の位置に実質的に存在する幾何学的な条件を満たす設計によれば、ガタ量が
ある構造において位置決めなどの為の微調整が可能な場合に生ずるスラスト位置（光軸方
向の位置）の変位があっても、光軸からの偏心成分がでない故に、この位置決めによる変
位が光学系の精度に悪影響を及ぼさない。よって、設計に基づく枠の対称性や、同軸性が
製造によって許容範囲内に保たれていれば、レンズの位置決め工程における調整で多少の
ズレが生じても、少なくともレンズの主要な光学特性面と鏡枠の枠内面との同軸性は維持
されるので、基本的光学的特性にはほとんど影響しない。つまり、この第２実施形態例で
も前述の作用効果１と実質的に同等な作用効果が得られる。
【００３４】
　（変形例）
　上述の第１実施形態例は次のように変形実施しても良い。すなわち前述した第１実施形
態例の鏡枠に装着するレンズ１（図１参照）は、枠１１に接する第一光学特性面１ａが凸
面であるが、この特性面が凹面であってもよく、このような鏡枠でもほぼそのままそのレ
ンズと整合する。
　また、例えばレンズ１の細部の形状は、利用する光学機器やその光学要素の組合せ、或
いは製造方法によって適宜変更してもよい。
【００３５】
　なお、これまでは鏡枠に設けたレンズ支持面（枠内面）が「球面」である例を前提とし
て説明してきたが、厳密な球面ではないいわゆる「非球面」や、所定球面に対する所定の
ずれを有するような近似な球面、いわゆる「近似球面」であっても、本発明の要旨は同様
に適用できる。
　通常、球面あるいは非球面に係わらずこれらは光軸に対して点対称であり、この非球面
や近似球面は基本的には、所定球面の半径との差や球面中心からの変位などを含む式によ
ぅて表わせるので、設計上の違いのほかはほぼ同様に扱える。これによっても、前述の各
実施形態例と同等、またはそれ以上の効果が期待できる。
【００３６】
　（その他の変形例）
　このほかにも、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施が可能である。
【００３７】
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　以上、複数実施形態例とその変形例に基づき説明してきたが、本明細書中には次の発明
が含まれる。
　（１）　レンズを支持するためこのレンズを受けるためのレンズ受け面が球面から成る
ことを特徴とするレンズ支持枠（鏡枠・保持枠）を提供できる。
【００３８】
　（２）　上記レンズ支持枠は、円環状に形成されていることを特徴とする（１）に記載
のレンズ支持枠である。
　（３）　上記レンズ受け面は、円環状に形成されていることを特徴とする（１）に記載
のレンズ支持枠である。
　（４）　上記レンズ受け面は、凸状の球面に形成されていることを特徴とする（１）に
記載のレンズ支持枠である。
　（５）　上記レンズ受け面は、凹状の球面に形成されていることを特徴とする（１）に
記載のレンズ支持枠である。
【００３９】
　（６）　二つの球面を互いに対向して有するレンズを支持するレンズ鏡枠であり、
　上記レンズの球面の一方を受けるための球面形状を有し、上記レンズを支持する枠部材
を備えたことを特徴とするレンズ鏡枠を提供できる。
【００４０】
　（７）　二つの球面を互いに対向して有する円形状のレンズを支持するレンズ鏡枠であ
り、
　上記レンズを支持するため、上記レンズの面の一方を受け、上記レンズ面の他方の面の
面中心を中心とする形状面をレンズ受けとした円環状の枠部材を備えたことを特徴とする
レンズ鏡枠を提供できる。
【００４１】
　（８）　二つの球面を互いに対向して有する円形状のレンズを支持するレンズ鏡枠にお
いて、
　上記レンズを支持し固定するため、上記レンズの球面の一方を受けて、その球面の他方
の球面の面中心を中心とする球面形状の面をレンズ受けとする円環状の枠部材を備えたこ
とを特徴とするレンズ鏡枠を提供できる。
【００４２】
　（９）　上記球面の曲率は、上記レンズの二つの球面のうち接しない側の主要球面が凸
状である場合は、そのレンズの曲面のほうが大きく、
　一方、その主要球面が凹状である場合は、鏡枠の曲面のほうが大きい方の曲率を有する
ことを特徴とする（８）に記載のレンズ鏡枠である。
【００４３】
　（１０）　第一光学特性面と第二光学特性面が対向して配置されたレンズを支持する鏡
枠において、
　上記第一光学特性面または上記第二光学特性面の上記レンズの面中心と同一な中心をも
つ面が形成され、この面で上記レンズを受けて支持するリング状の面を有することを特徴
とする鏡枠。
【００４４】
　（１１）　上記レンズを支持するリング状の面は、鏡枠内部に成形された凸状面である
ことを特徴とする（１０）に記載のレンズ支持枠である。
　（１２）　上記レンズを支持するリング状の面は、鏡枠内部に成形された凹状面である
ことを特徴とする（１０）に記載のレンズ支持枠である。
【００４５】
　（１３）　レンズを支持するためこのレンズを受ける面が「非球面」又は「近似球面」
から成ることを特徴とするレンズ支持枠（鏡枠）を提供できる。
【００４６】
　（１４）　「非球面」又は「近似球面」の二つの面を互いに対向して有するレンズを支
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　上記レンズの一方の面を受けるための同じ曲率の非球面又は近似球面形状を有し、上記
レンズを支持する枠部材を具備することを特徴とするレンズ鏡枠を提供できる。
【００４７】
　（１５）　二つの球面を互いに対向して有する円形状のレンズを支持固定するレンズ鏡
枠であって、
　上記レンズを支持するため、このレンズの非球面又は近似球面の一方を受け、上記レン
ズの面の他方の面の面中心を中心とする非球面又は近似球面形状の面をレンズ受けとした
円環状の枠部材を具備することを特徴とするレンズ鏡枠を提供できる。
【００４８】
　（１６）　上記非球面または近似球面は、リング状を成す面の中心と、この面に当接す
るレンズ面の他方の面の中心とが光軸上で一致するように形成されていることを特徴とす
る（１５）に記載のレンズ鏡枠である。
【００４９】
　（１７）　二つの主要な光学特性面をもつレンズの一方のレンズ面を、このレンズ面の
中心と同じ光軸上の点を中心とした面を有する鏡枠によって支持する場合、この鏡枠の面
がこのレンズ面の一部に当接してそのレンズを支持することを特徴とするレンズ鏡枠を提
供できる。
【００５０】
【発明の効果】
　以上述べたように本発明によれば、レンズと鏡枠との嵌合ガタがある分、支持するその
レンズがシフトしても、光学的性能の低下が少なく位置決めが可能なレンズ鏡枠を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の第１実施形態例としてのレンズ鏡枠がその内部にレンズを保
持した状態を示す断面図。
【図２】　図２は、図１に例示した同第１実施形態例のレンズ鏡枠と、このレンズ鏡枠に
保持されようとするレンズを示す斜視図。
【図３】　図３は、本発明の第２実施形態例としてのレンズ鏡枠がその内部にレンズを保
持した状態を示す断面図。
【図４】　図４は、図３に例示した同第２実施形態例のレンズ鏡枠と、このレンズ鏡枠に
保持されようとするレンズを示す斜視図。
【符号の説明】
　１…レンズ、
　１ａ…球面（Ｒ１面：第一光学特性面）、
　１ｂ…球面端部（被支持部）、
　１ｃ…球面（Ｒ２面：第二光学特性面）、
　２…レンズ、
　２ａ…球面（Ｒ１面：第一光学特性面）、
　２ｂ…球面端部（被支持部）、
　２ｃ…球面（Ｒ２面：第二光学特性面）、
　１１…枠（第１実施形態例のレンズ用鏡枠）、
　１１ａ…枠内周面、
　１１ｂ…枠内面（凹面：レンズ支持点を含む当接部）、
　１２…枠（第２実施形態例のレンズ用鏡枠）、
　１２ａ…枠内周面、
　１２ｂ…枠内面（凸面：レンズ支持点を含む当接部）。
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